様式第１号（第１０条関係）
年　　月　　日　
南国市長　様
南国市成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書

南国市成年後見制度利用支援事業助成金の支給を受けたいので、南国市成年後見制度利用支援事業実施要綱第１０条第１項の規定により、下記のとおり申請します。

記
１　申請内容
	申請者(助成対象者)
	フリガナ
	
	成年被後見人等との関係
	

	
	氏　　名
	印　
	
	

	
	
	（本人自筆の場合は押印不要）
	
	

	
	住　　所
	
電話番号　　　　　　　　　　　　

	成年被後見人等
	フリガナ
	
	生年月日
	

	
	氏　　名
	
	
	

	
	住　　所
	


	申請額
	後見等開始
審判申立費用助成
	円
	内訳
	申立手数料　　　　　　　　　　円
	診断書料　　　　　　　円

	
	
	
	
	後見登記手数料　　　　　　　　円
	鑑定料　　　　　　　　円

	
	
	
	
	送達・送付費用　　　　　　　　円
	

	
	後見等の報酬相当額助成
	　　　　　　　　　　　　　　　円



２　助成金の交付の決定がされた場合の助成金振込先口座　※申請者名義の口座に限る。
	１
	フリガナ
	　

	
	口座の名義
	　

	２
	金融機関名
	　　　　　　　　　農協　　　　　　　　　　　支所
　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　支店

	３
	口座の種類及び番号
	普通・当座
	NO.



３　添付書類
 (1)　後見等の開始の審判書の写し又は登記事項証明書
 (2)　家庭裁判所に提出した直近の財産目録、収支予定表等の写し
 (3)　生活保護受給証等の成年被後見人が生活保護を受給していること又はそれに準ずる状態にあることを証する書類
 (4)　領収書、郵便切手返還書、鑑定費用保管金受領書等の後見等の開始の審判の申立てに係る費用を支払ったことを証する書類（後見等開始審判申立費用助成を受けようとする場合に限る。）
 (5)　報酬の付与の審判書の写し（後見等の報酬相当額助成を受けようとする場合に限る。）
 (6)　報酬の付与の審判書に記載された報酬の対象期間内において、助成対象者が施設、病院等へ入所、入院等をし、又は施設、病院等から退所、退院等をした場合は、当該事実を証する書類（後見等の報酬相当額助成を受けようとする場合に限る。）
 (7)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
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